
 株式会社 もりびと林業の木材利用の促進に関する構想
県産材の安定供給・安定需要の体制を構築し、建築物における木材の利用を促進すること

により、山村の活性化等に貢献

 株式会社 もりびと林業の構想の達成に向けた取組の内容
・かが森林組合と連携しながら、伐期を迎えた森林における主伐・再造林による森林資源
の循環利用を推進
・木材利用の意義やメリットについて情報発信

 構想の達成のための石川県による支援
・県産材利用の取組の周知・後方
・事業者と連携した県産材利用の機運醸成に向けた普及啓発等

株式会社 もりびと林業 × 石川県

石川県産材の利用に関する建築物木材利用促進協定

協定締結日：令和６年１２月１３日
有効期間：協定締結日から令和１４年３月３１日
対象区域：石川県

株式会社もりびと林業は、県産材の安定供給・安定需要の体制を構築し、建築物における
木材の利用を促進することにより、2050年カーボンニュートラルの実現や山村の活性化等
に貢献するため、石川県と協定を締結。

【協定の概要】
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